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公益社団法人栃木県不動産鑑定士協会役員報酬支給規程 

 

（目  的） 

第 1 条  この規程は、公益社団法人栃木県不動産鑑定士協会定款（以下「定款」とい

う。）第３４条第３項の規定に基づいて、公益社団法人栃木県不動産鑑定士協会（以下

「協会」という。）の役員の報酬の総額及び支給基準について必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（役員報酬の総額） 

第 2 条 役員に対する報酬の総額は、毎年度、次の額を超えてはならない。 

 （１）理事に対する報酬の総額は、毎年度２５０万円以内とする。 

 （２）監事に対する報酬の総額は、毎年度３０万円以内とする。 

 

（役員報酬の支給額） 

第 3 条 役員への報酬は、次に定める額とする。ただし、理事及び監事のそれぞれの報酬

の総額が前条に定める額を超えるときは、本条で定める額の範囲内で支給することができ

る。なお、理事会及び委員会がＷＥＢ会議等で開催された場合にも、出席したものとみな

す。グループウェア回覧板にて意見の聴取のみを行った場合は、支給の対象外とする。 

 （１）理事に対しては、理事会及び協会に設置する委員会に出席した日を対象として、

１人につき１日当たり５千円とし、理事会で定める協会の業務に従事した日を対

象として、１人につき１日当たり１万５千円とする。但し、業務が１日のうちに

重複しても１日とし、理事会又は協会に設置する委員会への出席と理事会で定め

る協会の業務が１日のうちに重複した場合には、主として従事した業務の日当と

する。 

 （２）前号の規定にかかわらず、会長に対しては、理事会及び協会に設置する委員会

に出席した日を対象として、１日当たり５千円とし、理事会で定める協会の業務

に従事した日を対象として、１日当たり２万円とする。但し、業務が１日のうち

に重複しても１日とし、理事会又は協会に設置する委員会への出席と理事会で定

める協会の業務が１日のうちに重複した場合には、主として従事した業務の日当

とする。 

 （３）監事に対しては、理事会に出席した日及び監事の業務に従事した日を対象とし

て、１人につき１日当たり５千円とする。但し、業務が１日のうちに重複しても

１日とする。 
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 （４）前号の規定にかかわらず、協会の会員以外の者で弁護士、公認会計士又は税理

士の資格を有する監事に対しては、理事会に出席した日を対象として、１人につ

き１日当たり１万円とし、監事の業務に従事した日を対象として、１人につき１

日当たり３万円とする。但し、理事会への出席と監事の業務が１日のうちに重複

した場合には、主として従事した業務の日当とする。 

 

（支給の方法等） 

第 4条  役員に対する報酬の支給は、前条の額を業務従事日以降４ヶ月以内に本人に支

給するものとする。 

 

（規程の変更） 

第 5条  会長は、この規程を変更する場合は、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければな

らない。この場合において、第２条の報酬の総額及び第３条の支給額を変更する場合は、当該年

度の開始前に、理事会の議事を経て、総会の承認を得なければならない。 

 

附     則 

 

１ この規程は、公益法人の設立登記の日から施行する。 

 

附     則（令和２年１１月２６日） 

 

１ この規程は、令和２年１１月２６日から施行する。 

 

 


